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本
年
４
月
１
日
か
ら
総
務

課
と
人
権
推
進
課
を
統
合
し

て
、「
総
務
人
権
課
」
を
設

置
す
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

総
務
委
員
会
審
査

本　

会　

議

　

総
務
委
員
会
で
は
、
総
務

課
が
人
権
推
進
に
つ
い
て
取

り
扱
い
積
極
的
に
取
り
組
む

こ
と
に
は
問
題
は
な
い
が
、

名
称
を
「
総
務
人
権
課
」
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全

国
的
に
見
て
も
ま
れ
な
名
称

で
あ
り
、
総
務
課
で
取
り
扱

う
だ
け
で
も
十
分
に
人
権
推

進
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
姿
勢
を
示
す
こ

と
が
出
来
る
と
い
う
理
由
か

ら
、
名
称
は
「
総
務
課
」
の

ま
ま
と
す
る
修
正
案
が
提

出
さ
れ
、
委
員
会
は
修
正
案

を
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し

た
。

　

総
務
委
員
会
の
修
正
案
に

つ
い
て
採
決
の
結
果
、
賛
成

６
・
反
対
８
で
、
修
正
案
は

否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
執
行
部
提
案
の

議
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い

ま
し
た
。

　

結
果
、
賛
成
10
・
反
対
４

で
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
、「
総
務
人
権
課
」
と
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

反 

対 

討 

論

　

行
財
政
改
革
推
進
委
員
会

が
、
６
ヶ
月
間
の
慎
重
審
議
を
し

て
出
し
た
答
申
の
中
で
、
組
織
機

構
の
改
革
で
総
務
課
と
人
権
推
進

課
の
統
合
で
総
務
人
権
課
と
す
る

こ
と
に
賛
成
で
す
。
一
口
に
人
権

と
言
っ
て
も
様
々
で
、
本
町
に
於

い
て
も
人
権
的
侵
害
は
少
な
く
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
潮
流

の
中
で
人
権
の
名
称
を
外
す
と
い

う
こ
と
は
拙
速
な
意
見
で
あ
り
、

そ
の
取
り
組
の
後
退
に
つ
な
が
る

と
懸
念
し
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
原

案
に
賛
成
し
、
総
務
委
員
会
の
修

正
案
に
反
対
し
ま
す
。

（
福
本　

博
文
）

賛 

成 

討 

論

　

人
権
推
進
の
事
務
を
社
会
教

育
課
や
福
祉
課
や
住
民
課
で
は
な

く
、
全
て
の
町
の
業
務
を
見
渡
す

こ
と
が
出
来
る
総
務
課
の
中
に
加

え
た
と
い
う
こ
と
に
大
変
重
大
な

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
む
し
ろ
他
に
誇
る
べ
き
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
行
財
政
改

革
に
示
さ
れ
た
内
容
は
、
課
室
を

統
合
し
て
、
経
費
の
節
減
を
図
る

こ
と
が
主
た
る
狙
い
で
あ
っ
て
、

課
室
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
大
き

な
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

よ
っ
て
修
正
案
に
賛
成
い
た
し
ま

す
。　
　
　

（
香
原　

暹
）

賛 

成 

討 

論

　

福
岡
県
下
調
査
し
た
69
市
町
村

に
つ
い
て
は
、
こ
の
名
称
は
使
わ

れ
て
お
ら
ず
、
全
国
的
に
見
て
も

非
常
に
希
な
名
称
で
す
。
行
財
政

改
革
推
進
委
員
会
で
の
課
室
の
統

合
に
つ
い
て
は
、
課
や
室
を
削
減

し
経
費
の
縮
減
を
主
た
る
目
的
と

し
て
お
り
、
名
称
に
つ
い
て
は
こ

だ
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
え
て
総

務
部
門
の
総
務
課
で
取
り
扱
う
だ

け
で
も
十
分
に
人
権
推
進
に
対
し

て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る

姿
勢
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
と
思

い
ま
す
。
よ
っ
て
修
正
案
に
賛
成

し
ま
す
。　
　

（
岡
﨑　

邦
博
）

　

総
務
課
と
人
権
推
進
課
を
統
合

 
名
称
を
「
総
務
人
権
課
」
に案内板も「総務課」から「総務人権課」に

修正案に対する討論

原　案 修正案

名　称
「総務課」を

「総務人権課」に
「総務課」のまま

課の統合
「総務課」と

「人権推進課」を統合
同　左
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議
員
発
議
に
よ
る
意
見
書

を
全
会
一
致
で
可
決
し
、
関

係
機
関
宛
送
付
し
ま
し
た
。

○
在
日
米
軍
の
再
編
強
化
に

反
対
す
る
意
見
書

（
要
旨
）

　

昨
年
10
月
末
に
日
米
両
政

府
が
合
意
し
た
米
軍
再
編
の

中
間
報
告
は
、
在
日
米
軍
基

地
の
機
能
強
化
の
方
向
を
鮮

明
に
し
て
い
る
。
海
兵
隊
の

為
の
沖
縄
の
新
基
地
建
設
、

横
須
賀
へ
の
原
子
力
空
母
の

配
備
、
山
口
県
岩
国
基
地
へ

の
空
母
艦
載
機
移
転
な
ど
、

海
外
へ
の
出
撃
機
能
を
強
化

す
る
基
地
増
強
計
画
と
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
神
奈
川
県
キ
ャ
ン

プ
座
間
へ
の
米
陸
軍
第
１
師

団
司
令
部
の
移
転
・
陸
上

自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
司
令

部
の
新
設
や
東
京
横
田
基
地

の
空
軍
司
令
部
に
航
空
自
衛

隊
戦
闘
部
隊
の
司
令
部
を
併

設
す
る
方
向
を
打
ち
出
す
な

ど
、
在
日
米
軍
と
自
衛
隊
の

司
令
部
機
能
を
統
合
す
る
方

向
も
打
ち
出
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
在
日
米
軍
の
機
能
強
化

の
一
環
と
し
て
、
本
県
の
築

城
基
地
を
緊
急
時
に
米
軍
が

使
用
す
る
こ
と
と
、
沖
縄
嘉

手
納
基
地
所
属
の
Ｆ
15
戦
闘

機
の
訓
練
を
実
施
す
る
方
向

が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
中

間
報
告
は
、
沖
縄
の
基
地
負

担
の
軽
減
に
は
程
遠
い
ば
か

り
か
在
日
米
軍
の
一
層
の
機

能
強
化
を
日
本
全
土
に
広
げ

る
も
の
で
、
基
地
周
辺
の
住

民
は
こ
ぞ
っ
て
反
対
し
て
い

る
。

　

よ
っ
て
当
議
会
は
、
築
城

基
地
周
辺
住
民
に
危
険
と
隣

り
合
わ
せ
の
生
活
を
余
儀
な

く
さ
せ
、
郷
土
の
平
和
と
安

全
を
脅
か
す
在
日
米
軍
の
再

編
強
化
に
反
対
す
る
。

提
出
者　
　
　

宇
田
川　

亮

送
付
先

　
　

内
閣
総
理
大
臣

　

小
泉
純
一
郎

　
　

外
務
大
臣　

麻
生　

太
郎

　
　

防
衛
庁
長
官　
　

額
賀
福
志
郎

ほ
か

　

城
ヶ
崎
団
地
13
号
線
を
住
宅
内
道
路
と
し
て
、

町
に
帰
属
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
、
町
道
に
認
定

し
ま
す
。

　

鞍
手
町
大
字
中
山
地
内

　
　
　

路
線
番
号　

５
３
４
号

そ　の　他

　

許
斐
善
憲
氏
、
栗
田
正
次
氏
の
任
期
が
３
月
15
日
で
満

了
す
る
こ
と
か
ら
、
許
斐
善
憲
氏
の
再
任
、
栗
田
正
次
氏

の
後
任
と
し
て
添
田
東
輝
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
議
会
の

同
意
を
求
め
ら
れ
、
議
会
は
同
意
し
ま
し
た
。

町道路線の認定

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

介
護
保
険
広
域
連
合
の

事
務
と
規
約
の
変
更

　　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
地
域
支
援
事
業

等
に
関
す
る
事
務
が
増
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
費
も

関
係
市
町
村
の
負
担
割
合
に
よ
る
た
め
、
規
約
の

変
更
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

意 

見 

書

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
を
同
意

添
そえ

　田
だ

　東
はる

　輝
き

　氏（６８歳）

　現住所　古門１４３８番地

　任　期　平成１８年３月１６日から

　　　　　平成２１年３月１５日まで

許
この

　斐
み

　善
よし

　憲
のり

　氏（６８歳）

　現住所　中山１２０８番地２

　任　期　平成１８年３月１６日から

　　　　　平成２１年３月１５日まで

　　　　　２期目




